
 

 

 

 

 

 

これから を始める皆様へ

～消防法令適合通知書の公布の流れについて～ 

保健所等へ民泊（住宅宿泊事業）の届出を行う場合、その建物が消防法令に適合しているかを確認す

るため、消防署長が交付する消防法令適合通知書を添付しなければなりません。 

①事前相談 
① 申請に必要な関係書類や建物に応じた消防用設備等について、手続きをス

ムーズに進めるため、事前に管轄の消防署に相談して下さい。 

（※担当者が不在の場合がありますので、来署する前に管轄の消防署へ電話で

ご連絡下さい。） 

②消防法令適合 

通知書の交付申請 

② 消防法令適合通知書交付申請書に必要事項を記載し、下記書類を添付して

管轄の消防署へ提出して下さい。 

  【必要書類】 

    □建物の関係図面（各階平面図等） 

    □保健所等へ提出する住宅宿泊事業届出書の写し 

    □防火対象物使用開始届出書 ほか 

    ※必要に応じ、他の図書の添付を求める場合があります。 

③現地確認 ③申請書類等に基づき、消防職員が現地確認（消防検査）を行います。 

 その際、関係者の立ち合いが必要ですので、あらかじめ管轄の消防署と日程調

整を行ってください。 

④消防法令適合 

通知書の交付 

④書類審査及び現地確認により、消防法令に適合していることが確認できれば、

消防法令適合通知書を交付いたします。 

民泊（住宅宿泊事業）を営む住宅は、原則として、消防法上は宿泊施設（ホテル・旅館）と同じ扱い

になり、一般住宅では必要のない消防用設備等の設置が必要となります。 

また、賃貸住宅や分譲マンション等の契約書や管理規約等で民泊（住宅宿泊事業）を禁止している場

合は、民泊（住宅宿泊事業）を営むことができませんので、事前に確認が必要です。 

塩釜消防署  022-361-1634 

多賀城消防署 022-355-9759 

松島消防署  022-353-6393 

七ヶ浜消防署 022-354-1867 

利府消防署  022-354-0774 
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塩釜地区消防事務組合 

マスコットキャラクター 

「塩防くん」 
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